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１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに

　美浜発電所３号機２次系配管については、６２６０箇所について肉厚測定

を実施し、全対象箇所の減肉傾向の有無を確認、適正な管理の下におくとと

もに、配管の取替を実施し、その健全性を確認、確保した。このことから、

重要な知見である発電所の全対象箇所の減肉状況を把握するとともに、今後

の減肉管理に有効な知見を得ることができた。

　本報告は、まず、発電所の全対象箇所の減肉状況を把握した結果として、

減肉箇所数等について取りまとめる。次に、減肉管理は社内２次系配管肉厚

の管理指針（以下、管理指針）に従い実施していることから、今回の点検で

新たに得られた知見と管理指針との関連について比較整理することにより、

管理指針の改訂の必要性、妥当性等について検討する。

２２２２．．．．点検結果点検結果点検結果点検結果のまとめのまとめのまとめのまとめ

（１）点検期間

　平成１６年１１月２９日～平成１７年６月７日（全箇所の評価終了時点）

（２）点検範囲

　原子力発電所の２次系冷却水の流れる範囲について、エロージョン・コロ

ージョンによる減肉発生傾向、あるいはその恐れのある全ての箇所を対象と

して肉厚測定を実施した。

　さらには知見拡充の観点において、耐エロージョン・コロージョン性に優

れているステンレス鋼、ならびに常時流れがない箇所等、現状で減肉発生の

知見のない箇所についても肉厚測定を実施した。

（添付資料－１、２）
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（３）点検結果

　点検を実施した６２６０箇所のうち、次回定検時に余寿命５年未満となる

箇所は１１５箇所、そのうち、計算必要厚さ（以下、ｔsr という）を下回る

箇所は３４箇所であった。

部位ごとの内訳を以下の記す。

　ａ．主要点検部位

　主要点検部位９３０箇所のうち、次回定検時に余寿命５年未満となる箇

所は４５箇所、ｔsr未満の箇所は４箇所であった。

　ｂ．主要点検部位以外の箇所（以下「その他」という）

　「その他」については５３３０箇所のうち、次回定検時に余寿命５年未

満となる箇所は７０箇所であり、ｔsrを下回ったものは３０箇所であった。

表－１　次回定検時に余寿命５年未満配管の内訳

主要点検部位 その他 合計

計算必要厚さ（Tsr）未満 ４ ３０ ３４

Tsr～１３ヶ月未満 ３ ３ ６

１３ヶ月～２年未満 ６ ５ １１

２～３年未満 ６ ８ １４

３～４年未満 ９ １０ １９

４～５年未満 ７ ５ １２

５～６年 １０ ９ １９

合計 ４５ ７０ １１５

（４）点検結果に対する対応

　今回の配管減肉調査の結果、ｔsr を下回る箇所、余寿命が１３ヶ月未満の

箇所合わせて４０箇所については、管理指針に基づき、取替を実施した。

　また、余寿命５年未満の箇所については、管理指針においては肉厚測定・

補修計画の策定および補修実施までの毎回肉厚測定実施を基本としているも

のの、類似の系統でｔsr を下回っていたり、同じライン上にあるために取替

えた方が合理的な３４箇所を予防保全的に取替えた。
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　さらに、余寿命５年未満の箇所だけでなく、次回定検時余寿命５年未満の

７箇所についても、同様の理由により取替えを実施した。即ち、予防保全的

に取替えたものを含む、８１箇所＊１､２（主要点検部位２５箇所、「その他」

５６箇所）を取替えた。その結果、主要点検部位のうち、残りの９０５箇所

から今後、減肉進展の可能性のある判定基準厚さ＊３（以下ｔm という）未

満の箇所は４５箇所、「その他」については、残りの５２７４箇所から今後、

減肉進展の可能性のあるｔm未満の箇所は６４箇所と少数となった。

　また、１１５箇所のうち今回取替を実施しなかった３４箇所については補

修計画を策定するとともに次回肉厚測定を実施する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（添付資料－３）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊１：８１箇所の内、３箇所は技術基準適合命令範囲の取替えにて対応

＊２：次回定検時に余寿命５年未満の１１５箇所に対する取替箇所数（８１箇所）であり、平成１

７年６月７日第２０回福井県原子力安全専門委員会で報告した取替箇所数（８６箇所）に技

術基準適合命令範囲の３箇所を加え、オリフィス下流管６箇所および内面調査のために切断

した第２、第３低圧給水加熱器空気抜管２箇所を除いたもの。

＊３：ｔm＝ｔsr＋２／３（ｔn－ｔsr）

　　 ｔm：判定基準厚さ、ｔsr：計算必要肉厚、ｔn：製造上の最小厚さ
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（５）新しい知見

　点検の結果、表－２に示すように幾つかの新しい知見が得られている。

これらについては次章の知見の整理で管理指針への反映の観点から、次章で

詳細に検討を行う。

表－２　美浜発電所３号機の点検で見られた新しい知見

項　目 点検結果 備　考

対象減肉事象 BWR で報告のある高減圧部のエロージ

ョンの発生は認められなかった

点検対象･頻度 「その他」で減肉が認められた タービングランド蒸気

管等。

他プラント点検実施

偏流部位 ポンプ吐出管、ドレンポット下流に減肉

が認められた

他プラント点検実施

材料 低合金鋼、ステンレス鋼に減肉は認めら

れなかった

小口径配管 減肉が認められた

（６）点検結果のまとめ

　６２６０箇所について肉厚測定を実施し、その減肉の有無、減肉率を把握

したことにより、全ての箇所を適正な管理の下におくことができた。

　また、今定検では計算必要厚さ未満および余寿命１３ヶ月未満の配管は全

て取替えることにより、次回定検までの健全性を確保した。
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３３３３．．．．点検点検点検点検によりによりによりにより得得得得られたられたられたられた知見知見知見知見のののの整理整理整理整理（（（（管理指針管理指針管理指針管理指針のののの改善検討改善検討改善検討改善検討））））

　美浜発電所 3 号機の点検結果（新たな知見）に対し、図－１に示すように、

管理指針の内容の関連について整理した。それぞれの内容について比較、検討

することで、指針の妥当性、指針への反映の必要性を確認する。

（１）減肉原因

　取替え後の旧配管については、減肉事象の知見拡充を図るために内外面調

査を行なった。

その結果、取替えた配管８１箇所のうち、減肉の無いもの、外面減肉や赤錆

等エロージョン・コロージョン以外の要因によるものを除き、エロージョン・

コロージョンによる減肉は５７箇所であった。また、エロージョンによる減

肉はなかった。

　エロージョン・コロージョン以外の箇所については他プラントにおいても

肉厚測定を実施し、知見の拡充に努め、管理に反映していくこととする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（添付資料－４）
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（２）新たな減肉発生系統について

　今回の内外面調査結果からは、「その他」の系統についても、主要点検部

位と比較して減肉傾向は緩やかであるものの、エロージョン・コロージョン

による減肉が認められている。これらの系統については、全プラントでの調

査を継続して実施中であるが、現状までの点検状況、最新の管理指針＊５への

反映状況を表－３に示す。

　タービングランド管、第６高圧給水加熱器ドレン管ウォーミング管につい

ては、減肉発生条件にあると考えられ、減肉箇所が多いことや過去の取替実

績も踏まえて、既に最新の管理指針に反映済みである。スチームコンバータ

ドレン管は点検済みのプラントで減肉が認められていることから発生条件に

あると考え、最新の管理指針に反映中である。

　また、その他の箇所については、他プラントで減肉の発生が認められてい

ないことや軽微な減肉のみが認められていることから、今後の点検状況を踏

まえて対応を検討する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊５：平成２年PWR配管減肉管理指針に基づき、当社配管管理を定めた指針。

　　　本報告書では、H17.7.22改正版を指す。
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表－３「その他」でエロージョン・コロージョンによる減肉が認められた系統

(H17.7末現在）

美浜発電所３号機

減肉発生系統
他プラントの点検状況 今後の対応(管理指針への反映)

タービングランド蒸気系 点検済みのプラント

M１,２、T２,３、O２,３

軽微な減肉のあったプラント

（ｔsrを下回った箇所はなし）

T２,３、O２,３

高圧タービンからの湿り蒸気

の流入によると思われる。

　　　　　（添付資料－５）

美浜発電所３号機では９箇所

（ｔsrを下回った箇所：８箇

所）減肉が発生していること

も踏まえ、点検対象として最

新の管理指針に反映済み

第６高圧給水加熱器ドレ

ン管ウォーミング管

（「小口径配管の減肉」

で検討）

点検済みのプラント

　M１

(高浜１,２号機の同系統はステン

レス鋼に取替えている)

減肉のあったプラント

　なし

系統条件は減肉発生条件に該

当する。他プラントの取替実

績から管理対象とし、最新の

管理指針に反映済み

湿分分離器逃がし弁

連絡管ドレン管

点検済みのプラント

　T３、O３

減肉のあったプラント

　なし

他プラントの点検状況を踏ま

えて検討する。

スチームコンバータ

ドレン管

点検済みのプラント

　Ｔ３、O２,３

減肉のあったプラント

　O２

最新の管理指針に反映中

第１復水器２、４抽気管 点検済みのプラント

　M２、T２,３,４、O３,４

軽微な減肉のあったプラント

（ｔsrを下回った箇所はなし）

　T２,４

他のプラントで減肉が認めら

れているが、軽微であること

から今後の点検状況を踏まえ

て検討する。

復水処理装置脱塩塔出口

主復水管

点検済みのプラント

　M１、T３、Ｏ３

減肉のあったプラント

　なし

他プラントの点検状況を踏ま

えて検討する。
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（３）偏流箇所に関する知見

　減肉は系統条件に加え、配管の曲がり部などで内部流体の流れに偏りが生

じる箇所で発生しやすいことが分かっている。これまで当社は、エルボ部や

オリフィス下流部などを偏流箇所として管理していたが、今回の調査の結果、

直ちに破損に至るようなものではないものの、これまで偏流箇所と考えられ

ていなかった、湿分分離器ドレン管ドレンポット下流管、給水ブースタポン

プ吐出管で減肉傾向が認められた。（表－４）

　給水ブースタポンプ吐出管については、ポンプによる流体の乱れによる減

肉発生と考えられることから、最新の管理指針に反映中である。

　湿分分離器ドレン管ドレンポット下流管については、大飯２号機において

も減肉が認められたことから、最新の管理指針に反映中である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（添付資料－６）

表－４　新たな偏流発生の可能性のある箇所

（H17.7末現在）

美浜発電所３号機

減肉発生系統
他プラントへの点検結果 今後の対応(管理指針への反映)

給水ブースターポンプ吐出管 点検済みの他プラント

全プラント

減肉のあったプラント

M１

偏流箇所（系統条件は主要点検

部位と同じ）

ポンプによる流体の乱れの影響

によると考えられることから、

最新の管理指針に反映中

湿分分離加熱器ドレン管

ドレンポット下流管

点検済みの他プラント

　Ｍ１、O１,２

減肉のあったプラント

　O２

偏流箇所（系統条件は主要点検

部位と同じ）

最新の管理指針に反映中
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（４）低合金鋼、ステンレス鋼の減肉

　低合金鋼およびステンレス鋼は、炭素鋼に比べ減肉が起こりにくいことが

知られている。点検の結果、低合金鋼配管で次回定検時に余寿命５年未満の

配管はなかった。ステンレス鋼については、ｔn を下回る第２低圧給水加熱

器空気抜管（１箇所）、第３低圧給水加熱器空気抜管（１箇所）、高減圧部（蒸

気発生器ブローダウン流量調整弁下流）の配管切断による内面調査を行い、

減肉傾向は認められないことを確認した。

　また、BWR プラントの一部で、高減圧部など使用環境によってはエロー

ジョン等の減肉が発生することが報告されているため、類似箇所（ステンレ

ス鋼）の肉厚測定を実施した。調査の結果、肉厚測定を実施した箇所におい

て減肉傾向は認められなかった。

　しかし、エロージョンについては NISA 文書（H17･02･16 原院第 1 号）

においては管理対象とされており、既に減肉管理対象としている。また、当

社他プラントの点検状況を踏まえて対応を検討する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（添付資料－７）

（５）２B*６以下の小口径配管の減肉

　小口径配管の肉厚測定の結果、ごく一部の配管に減肉が認められたが、小

口径配管の減肉率は非常に小さく、直ちに破損に至るようなものではなかっ

た。これらは、従来、減肉の発生が知られている系統条件下のものであった。

　なお、従来の管理指針では、小口径配管を減肉管理対象外としていたが、

NISA 文書（H17･02･16 原院第 1 号）においては管理対象とされており、

既に減肉管理対象としている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（添付資料－８）
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（６）測定ポイント数および軸方向測定範囲

　管理方法の更なる改善のために、ｔsr を下回る、または次回定検時に余寿

命５年未満の箇所以外にも２次系冷却水系統の減肉傾向が認められたことか

ら、より詳細に減肉の傾向や特徴を分析し、測定方法の見直しの要否を検討

した。ｔm を下回る箇所は、減肉の可能性が高く、減肉の傾向や特徴を把握

し易いことから、ｔmを下回った箇所を対象として分析を行なった。

　ａ．測定ポイント数（4点、8点）

　肉厚測定では対象箇所毎に周方向で４点から８点の測定ポイントで計測

することとしている。（NISA文書（H17･02･16原院第1号）では５B超配

管を８点計測としている）

　今回の調査の結果、基本的に管理指針に定められている測定ポイント数

で妥当であるが、比較的口径の大きい配管に比べ、配管肉厚の薄い小口径

配管は測定点を4点から8点計測へ変更することで、より正確な寿命予測

が可能となり、効果的であることが分かった。

また、従来８点計測を行っている箇所は、今後も８点計測を実施していく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（添付資料－９）

ｂ．軸方向測定範囲

　配管減肉は偏流箇所の下流に及ぶため、内部流体の流れる方向（軸方向）

に対してオリフィス下流部で３D（Dは配管直径）、それ以外の偏流箇所で

下流２Ｄの範囲で測定ポイントを設定している。

　今回の調査の結果、配管肉厚の最小値はオリフィス下流部で３D以内、

それ以外の偏流箇所で２D以内で計測されており、現状の軸方向測定範囲

は妥当であることが分かった。

　（添付資料－１０）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊６：呼び径２B（インチ）：外径60.5mmの配管。
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（７）初期設定減肉率

　初期設定減肉率については、従来の想定を大きく上回るものはなかったが、

一部若干上回る値が認められたことから、最新の管理指針に反映中である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（添付資料－１１）

（８）余寿命に応じて講ずるべき処置

　今回の点検結果を分析したところ、見かけ上の減肉が存在することを確認

したが、それらについてもルール通り対応する。従って、配管取替要否につ

いても、余寿命評価結果を踏まえてその時点で適用される管理指針に基づき

判断していく。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（添付資料－１２）

（９）点検により得られた知見のまとめ

　ａ．管理指針の妥当性

　（１）～（８）の検討結果ならびに、また、今回の点検で得られた知見

については、適宜最新の管理指針に反映されており、あるいは反映予定で

あり最新の管理指針は妥当なものと判断できる。

　なお、美浜発電所３号機の点検内容は、最新の管理指針の内容を全て包

絡したものとなっている。最新の管理指針を図－２に示す。

　ｂ．当社他プラントの点検結果の反映

　今回の肉厚測定では、主要点検部位以外の箇所についても一部減肉が認

められた。美浜発電所３号機でｔsrを下回った系統、ならびに余寿命５年

未満で減肉傾向が認められた全ての系統については、他プラントにおいて

も点検を行い、至近定検で肉厚測定し、健全性を確認している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（添付資料－１３）
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　これらについては、ただちに破損に至るようなものではないが、他プラ

ントの点検結果を分析して減肉傾向を把握するとともに、以下について必

要に応じ管理指針に反映する。

① 新たな減肉発生系統の管理

② 新たな偏流発生箇所の追加

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（添付資料－１４）
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４．結言

　今回の点検の結果、以下のことが確認された。この内、得られた成果につい

ては、国大の肉厚管理の適正化に活用していくものとする。

（１） 美浜発電所３号機２次系配管健全性

　今回の調査および対策により、美浜発電所３号機２次系配管の健全性が確

保、確認された。

（２）管理指針の妥当性

　２次系配管のエロージョン・コロージョンによる配管減肉管理は、PWR

配管減肉管理指針を基本としている。最新の管理指針は点検箇所、測定範囲

等を定めているが、今回の点検により、概ねこれらが妥当なものであること

を確認した。しかしながら、一部直ちに破断に至るものではなかったものの、

従来の知見を超える範囲で減肉傾向が認められた。

　これらについては、至近定検で他プラントの点検を実施し、個々のプラン

トの健全性を確認するとともに、減肉傾向を把握し、必要に応じ、管理指針

に反映していく。エロージョン・コロージョン以外に得られた知見について

も、適切に管理していく。

　また、安全、安心の観点も踏まえて、今後とも継続的にこのような活動を

進め、２次系配管全体の健全性確認の品質向上に努めていく。

　なお、今回の点検結果データについては、日本機械学会へ提供し、同学会

規格の策定作業に資する。

以　上


